
議案第49号

特別職の職員で常勤のものの期末手当支給条例の部を改正する条例

特別職の職員で常勤のものの期末手当支給条例の

り提出する。

令和4年H月29日提出

(提案理由)

般職の給与改定、特別職の職員の給与に関する法律の部を改正する法律(令和

4年法律第82号)を踏まえ、改正する必要があるため提案する。

部を改正する条例を別紙のとお

風原町長赤嶺正之



特別職の職員で常勤のものの期末手当支給条例の部を改正する条例

特別職の職員で常勤のものの期末手当支給条例(昭和47年南風原村条例第35号)の

部を次のように改正する。

第3条中「100分の162.5 を 100分の165」に改める。

附則

(施行期印

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当については、改正後の特別職の職員で常勤のもの

の期末手当支給条例第3条の規定に関わらず、同項中「100分の165」とあるのは

「100分の167.5 とする。


